
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

50

100

150

200

250

300

S21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6

認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率

検挙率
刑法犯認知件数・検挙件数・検挙率の推移（昭和21年～令和６年）

万件／万人

昭和60年
160万件を突破

平成14年
285万件

令和6年73.7万件
（前年比＋4.8％）

平成10年
200万件を突破

平成13年
検挙率 19.8％

令和6年
検挙率
38.94％

140万件±20万件

１． 平成期における犯罪情勢の急激な変化
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最多は2002年 285万件超

最少は2021年 56.8万件

※ 認知件数は、警察庁犯罪統計参照
※ 人口は、総務省人口推計結果による10月1日現在の総人口。ただし、令和６年は令和６年10月1日現在の人口。

2002 20241973

我が国の治安情勢
刑法犯認知件数の推移

１． 平成期における犯罪情勢の急激な変化



安全と安心

「安全」－物理的な危険のないこと。

「安心」－危険のおそれを心理的、主観的に感じる、いわば
主観的安全、その安心感がない状態を「不安」という。

「安全」は、刑法犯認知件数等の数値で表しやすいことから、
「指数治安」、
「安心」・「不安感」は、体感温度類似の言葉で「体感治安」
と言われることがある。
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防犯ボランティア（攻める防犯・ながら防犯）

と共に創る、新たなコミュニティ

参加型犯罪予防の推進

（人づくり、情報の発信・共有）

防犯カメラ等の環境整備
疲れない、眠らない、見逃

さない、忘れない

真の安全で安心できる社会の実現により、
Quality of Lifeを享受

落書き
消し

花壇
づくり

あいさつ
運動

地域パト
ロール

各機関の連携不可欠 not knowing

地域における
声掛け活動の

推進

自転車
マナーの
向上

振り込め
詐欺防止

交通事故
防止

ひったくり
万引き
防止

規範意識の向上と地域の絆の再生
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「not knowing」を前提とした連携
について
•連携といっても、お互いがお互いの特性を知ら
ないままに、とりわけ、一方が自らの都合優先
で相手方の特性に配慮せずに連携を求めると、
連携しての施策の成果に期待しながら、結果と
して実際の成果が期待したほどでないために、
連携に失望し関係が従前より悪化しかねないこ
とが予想され、「連携」という用語が、過剰な
期待と過度の失望で不信につながることがある。

•「not knowing（「知らない姿勢」又は「無知
の姿勢」）」、すなわち、相互に相手を知らな
いことを前提に、インターフェースの役割を果
たす者を設置して、お互いができること、やる
べきことを知り合うという相互理解をして、相
互信頼が成り立った上で、共同対処で進めるこ
とが必要といえる。
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